
新発田市選挙管理委員会
新発田市明るい選挙推進協議会
電話：22－3030（内線1820～1823）
　　　　令和8年2月2日発行

・小選挙区

・比例代表
新潟県第3区
北陸信越ブロック

定数1名
定数10名

が行われます

日（日）

鶏、・ぱ宇飽7爵～轍8閲鶉黎遷髪え時
投票日に仕事、旅行等で投票できない方は期日前投票・不在者投票ができます
※詳しくは3面をご覧ください

　　　　投票所入場券裏面が
「期日前投票宣誓書」になっています

期日前投票の際に、ご自分の入場券を切り離し、

裏面の宣誓書に必要事項を記入して持参いただ
くと、スムーズに受付ができます

▼期日前投票宣誓書の記入例

期日前投票宣誓書　　当日投票される方は．・：e入不要です．

私は、選挙の当日、下記のいずれかの事由に該当する見込みであることを誓います。

新発田市選挙管理委員会委服様　　芭旦已旦旦旦一聾

氏　名

生年月日

現住所

事　由

新発田　あやめ

1明・大＠・平35年5月3日1
1新発田市　中畑4丁目8番11e
コ　　　ト　　　　　　　　　　　ロコ　ゴ　ヘコ　　　　　　　　　　りさ

O仕事・学業・冠婚葬祭など　O旅行・外出など

O病気・けが・出産など　　　O他市区町村に住所移転

O天災や悪天候

中央期日前投票所

　　　　　　　　　　　　　至国道7号
　　　　　　　　　（：西　　　　　　　　　四

。

（工富I　　c】p　　　　　　（E9　　　　　　　　⑱

晶　9　蹴：判所□□警察署
　　　中央期日前投票所　柔系ちZ－口

　　，（口役所別館2階）　市役所■□銀行

　　　α】9　　　　　　（刀D　　（m　　　　四

住所：中央町4丁目8番11号　　　　　　　　　至新発田駅

●別館1階の駐車場は、障がい者優先とさせて
　いただきます。健常者の利用は、ご遠慮くださいb
※駐車場は、別館向かいの「新発田市役所第3・第4駐車場」
　をご利用ください。
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投　　票
できる人

手続きなど

投票できる
場所・期間・

1時間

　　　　期日前投票

・ 新発田市の選挙人名簿に登録され
ており、新発田市の期日前投票所
で投票する人

・ 宣誓書に必要事項を記入

　　　　不在者投票

・投票日には18歳を迎えるが、期日前投

票を行おうとする日は17歳の人など
・ 名簿登録地以外の市区町村で投票する人

・ 宣誓書に必要事項を記入
・ 投票用紙の封入
・ 封筒に署名

●中央期日前投票所（新発田市中央町4－8－11市役所別館2階）
　1月28日（水）から2月7日（土）の問、午前8時30分から午後8時まで

●豊浦支所（1階）・健康プラザしうんじ・加治川支所（1階）
　2月3日（火）から2月7日（土）の間、午前8時30分から午後7時まで

●イオンモール新発田（2階）
　2月3日（火）から2月7日（土）の
　間、午前10時から午後7時まで

※イオンモール新発田では不在者投
票はできません
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衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査　各投票所と区域
「 一・

　柏
1Gil■畠【i

▼　　芦　　田　　　　　，　▼

曾

．　°　　8 ㎡；．

s

7

第1 諏訪町3
菅谷第1 下中山公会堂 下中山

上荒沢、溝足、下中山、横山、

本町123．4、中央町1234、
丸市、熊出

第2

1健康長寿アクティブ交流センター（あおり館）

中央町4 大手町3．4、大手町6の1番～3番、

大手町6の4番の一部
菅谷第2

一

菅谷

コミュニティセンター
菅谷
下寺内、上寺内、小出、

繁山の一部、菅谷

新栄団地 菅谷第3 下石川公会堂 下石川　一一 滝、下石川、上石川、中川、繁山の一部
第3　－一

市営住宅集会所　　一 新栄町2 新栄町123、奥山新保、富塚
〆切ふれあい

蔵光、上中江、下中江、北中江、

第4 生涯学習センター 中央町5
中央町5、大手町5、緑町1．3、

城北町1の1番～6番、城北町2

菅谷第4
交流センター

蔵光 中倉、麓、東宮内、中妻、
黒岩の一部、早道場（〆切の区域）

御免町小学校 大栄町4 大栄町、上端、竹園町
加治第1 上館公会堂 上館

上館、新屋敷、新保小路、
下中の一部、下今泉、金津、茗荷谷、

第6 第一中学校 御幸町4 御幸町1．23．4 館野小路の一部、黒岩の一部
w

市民文化会館 中央町4 大手町12、西園町1 一 　
■

早道場、三日市、上小松、下小松、
　　一一大手町6の4番～6番、

加治第・匡顯鷺，一 三日市
，島潟の一部

第8 西新発田高等学校 西園町3 城北町1の7番～13番、城北町3、 佐々木第1 1佐々木公会堂 佐々木 佐々木、曽根の一部、上中沢の一部
西園町3、小舟町3、小舟渡 上中沢の一部、日渡、則清、

第9
　　－．1

猿橋中学校

・

住吉町1
西園町2、住吉町1、

舟入町123、舟入
佐々木第2

佐々木

コミュニティセンター
則清 則清新田、飯島、下興野、
太田新田、飯島新田、曽根の一部

一一
第10 1中曽根公会堂 中曽根町2 中曽根町1．2．3、中曽根

佐々木第3－一

西蓑口公会堂 西蓑口 西宮内の一部、北蓑口、西蓑口
．

第11 1剰轍 東新町4
東新町1．23．4、板敷、 佐々木第4 鳥穴・砂山公会堂 鳥穴 鳥穴、砂山　　　　　　　　　　　一

島潟（高浜の区域）、東塚ノ目
豊浦第1 豊浦支所 乙次

池ノ端、横堀、大伝本村、大伝新道、

第12 臨潟生活改善センター 島潟 島潟の一部、西名柄
一一一

一

下中ノ目、乙次、下飯塚、吉浦

一
一一 ，中田町123、小舟町1．2、 豊浦第2 加治万代ふれあいセンター 加治万代 大沢、竹俣万代、加治万代、万代

第13

　　　」

｝中井保育園
小舟町2 西名柄（下名柄の区域）、長畑、

中谷内、桑ノロ、中田、道賀
豊浦第3 旧荒橋小学校　　　　　　　　一． 荒町　　一 蛇塚、上荒町、下荒町、太斉、

久保、佐々川、小坂、赤橋

住吉 住吉町2．3．4．5、富塚町1．2．3、 豊浦第4 切梅公民館 切梅 切梅、ニツ堂、竹ケ花
第14
コミュニティセンター

住吉町5
弓越、西宮内の一部 豊浦第5 旧天王小学校 天王 天王、三ツ倒

第15
東豊コミュニティ

豊町4 豊町
豊浦第6 中ノ目新田ふれあいセンター 中ノ目新田 中ノ目新田、福島、乗廻

防災センター 豊浦第7 戸板沢公民館 戸板沢 戸板沢、動木橋

第16
青少年健全育成
センター

緑町2 緑町2、新富町123
豊浦第8　一一1 上本田公民館 本田 興野、上本田、下本田、八万、岡屋敷

五十公野 五十公野
豊浦第9 中之通集落センター 本田 中之通

第1 コミュニティセンター
五十公野 五十公野

月岡温泉
月岡、月岡温泉、本田の一部、

五十公野 上内竹、下内竹、小見、丑首、

舗第101温泉公民館一一一｝

上中山の一部

第2
天ノ原保育園 下内竹

山崎、古寺、上新保、下新保
豊浦第11 障沢ふれあいセンター 滝沢 滝沢

一．・一

松浦第1
松浦農村環境
改善センター

法正橋
大崎、六日町、八幡、八幡新田、

小友、浦新田、浦、法正橋
紫雲寺第1

健康プラザ
しうんじ

真野原外

長島の一部、小川の一部、長者館、

中野、真野原外の一部、稲荷岡
の一部、関井、真野代の一部

松浦第2 松浦保育園 荒川、上中山の一部、瑞波 　　　　　　　　　　　　　一下中沢、真野原外の一部、
松浦第3 松岡公会堂 1松岡 松岡　　　　　　　　　　　　　　一 紫雲寺第2

上真中

ふれあいセンター
真中 真中、稲荷岡の一部、富島、

米倉農村環境 福岡、古田、真野原の一部
米倉第1

改善センター
米倉、江口

住吉、中島、南成田、高島、

米倉第2 大槻集落開発センター1 大槻 大槻、山内の一部 紫雲寺第3 大島第二公会堂 大中島 片桐、大中島、稲荷岡の一部、

湖南の一部
米倉第3 山内公会堂 山内 山内の一部 一

真野原の一部、真野原外の一部、
米倉第4 中々山公会堂 中々山 中々山 宮吉、米子、長島の一部、小川

赤谷第1
新発田地区公民館

赤谷分館
上赤谷 上赤谷、東赤谷

紫雲寺第4 米子保育園 真野原
の一部、元郷、真野代の一部、

人橋、ニツ山

赤谷第2
滝谷新田集落1ふれあ．交流。。夕．

　　　　　・

滝谷 滝谷（滝谷新田の区域）
紫雲寺第5 藤塚浜保育園 藤塚浜 藤塚浜

住田営農研修 下山田、住田、箱岩、平山、

赤谷第3濃村婦人の家
　　　　　．

滝谷 滝谷
加治川第1

センター
住田
横岡、西浦、下西山

川東第1

｜川東

コミュニティセンター

　　　■

下羽津
大友、上羽津、下羽津、
本間新田の一部、南楯、東姫田、

加治川第2
上今泉構造改善
センター

上今泉
館野小路の一部、下中の一部、

上今泉の一部、関妻
西姫田、石喜、下高関

泉地区
川口、稲荷、野中、吉田、塚田、

川東第2
宮古木

コミュニティセンター
宮古木

宮古木、大友（車野の区域）、

下羽津（車野の区域）

加治川第3

－一一

世代交流センター
吉田 下城、古楯、小島、湖南の一部、

上今泉の一部
一

川東第3
新発田竹俣
特別支援学校

下楠川
　　　　　　　　　一虎丸、上三光、下三光、上楠川、

下楠川、本間新田の一部
加治川第4

加治川地区公民館
中川分館

押廻
向中条、高田、押廻、川尻、古川、

二本木、釜杭、高山寺、草荷

　一
川東第4

板山地域利用
改善センター

板山
板山、宮古木（上車野の区域）、

小戸（上車野の区域）
加治川第5

加治川

コミュニティセンター
下小中山

境、寺尾、金山、貝塚の一部、
下小中山の一部、下坂町の一部、

貝屋、小国谷、金沢

川東第5
田貝集落
ふれあいセンター

田貝 田貝 相馬営農研修センター 相馬　　　　　㊨1相馬、一中俵

一川東第6　　－一 下岡田公会堂 岡田 敦賀、岡田、金谷
加治川第7 大峰保育園 下小中山

金塚、岡島、戸野港、大野、
貝塚の一部、下小中山の一部、

川東第7 小戸公民館 小戸 小戸 下坂町の一部

計 68投票所（新発田45投駒所、墾蒲 11投票所、 紫雲寺5投票所、加治川7投票励

※令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙と「投票所」及び「投票の区域」等は変更ありません。
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